
 

 

平成２０年 ８月 ５日 

経 済 産 業 省 

 

近畿経済産業局同時発表 

特定商取引法違反の訪問販売業者 

３社に対する行政処分について 

経済産業省は、訪問販売業者である以下の３事業者に対し、特定商取引法

の違反行為を認定し、同法第８条第１項の規定に基づき、平成２０年８月７

日からそれぞれ次の日までの間、訪問販売に関する業務の一部を停止するよ

う命じました。 
①株式会社ディオンジャパン 平成２１年 ８月 ６日まで（１２か月間） 
②株式会社ボメール     平成２１年 ８月 ６日まで（１２か月間） 
③株式会社バゲーラジャパン 平成２１年 ５月 ６日まで（９か月間） 
ディオンジャパンの違反行為は、不実告知、威迫困惑、勧誘目的不明示、

迷惑勧誘、虚偽記載教唆です。株式会社ボメールの違反行為は勧誘目的を告

げずに公衆の出入りする場所以外の場所での勧誘、勧誘目的不明示、迷惑勧

誘、虚偽記載教唆です。また、株式会社バゲーラジャパンの違反行為は勧誘

目的不明示、迷惑勧誘です。 

 
１．株式会社ディオンジャパンは、指輪、ネックレス等のアクセサリーの販

売について訪問販売を行っていましたが、契約の締結について勧誘する目

的であることを告げずに呼び出した消費者に対して、長時間あるいは深夜

まで勧誘を行い、不実を告げての勧誘を行ったり、威迫困惑させたりして

契約を結ばせていました。また、契約書の職業や収入欄に虚偽の記載をさ

せて契約を結ばせていました。 

 

２．株式会社ボメールは、同社と事務代行契約を締結した販売店に、同社名

で指輪、ネックレス等のアクセサリーの販売を行わせていました。販売店

は、これらの商品について訪問販売を行っていましたが、契約の締結につ

いて勧誘をする目的であることを告げずに呼び出した消費者を公衆の出入

りしない場所へ誘引して長時間あるいは深夜まで勧誘を行い、また、契約

書の職業や収入欄に虚偽の記載をさせて契約を結ばせていました。 

 

３．株式会社バゲーラジャパンは、指輪、ネックレス等のアクセサリーにつ
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いて訪問販売を行っていましたが、契約の締結について勧誘をする目的で

あることを告げずに呼び出した消費者に対して、長時間あるいは深夜まで

勧誘を行い契約を結ばせていました。 

なお、株式会社バゲーラジャパンは、株式会社ディオンジャパン、株式

会社ボメールの事実上の親会社であり、両社の苦情対応の第一窓口である

ほか、経理処理を一元的に行っていました。 

 

 

 

 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

経済産業省消費者相談室      電話 ０３－３５０１－４６５７ 

北海道経済産業局消費者相談室      ０１１－７０９－１７８５ 

東北経済産業局消費者相談室       ０２２－２６１－３０１１ 

関東経済産業局消費者相談室       ０４８－６０１－１２３９ 

中部経済産業局消費者相談室       ０５２－９５１－２８３６ 

近畿経済産業局消費者相談室       ０６－６９６６－６０２８ 

中国経済産業局消費者相談室       ０８２－２２４－５６７３ 

四国経済産業局消費者相談室       ０８７－８１１－８５２７ 

九州経済産業局消費者相談室       ０９２－４８２－５４５８ 

沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室  ０９８－８６２－４３７３ 
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株式会社ディオンジャパンに対する行政処分の内容 

 

１．事業者の概要 

(１) 名称：株式会社ディオンジャパン 

（平成１９年４月６日に有限会社バンディエールジャパンを商号変更） 

(２) 代表者：中川 恒四郎（なかがわ こうしろう） 

(３) 所在地：大阪市中央区南船場４－１２－２４ 

(４) 資本金：３００万円 

(５) 設立：平成１７年５月１７日登記 

(６) 取引形態：訪問販売 

(７) 商品：ネックレス、指輪等の装身具 

(８) 売上高：２２６百万円（Ｈ１８．１０～Ｈ１９．９） 

 

２．取引の概要 

株式会社ディオンジャパンは、２０歳過ぎの若者を対象に、ファミリーレ

ストラン等で指輪、アクセサリー等の商品について契約を行っていました。 

 

３．業務停止命令の内容と期間 

（１）業務停止命令の内容 

特定商取引法第２条第１項に規定する訪問販売に関する業務のうち、

次の業務を停止すること。 

①売買契約の締結について勧誘すること。 

②売買契約の申込みを受けること。 

③売買契約を締結すること。 

（２）業務停止命令の期間 

平成２０年８月７日から平成２１年８月６日まで（１２か月間） 

 

４．業務停止命令の原因となる事実 

（１）不実告知（特定商取引法第６条第１項） 

同社は、消費者を勧誘するに際し、「大阪から松山までの出張旅費がか

かっているので絶対商品一個は買ってもらわないといけない、そのよう

な法律ができた」、「今やっているのは、外商販売なんで、１回話を聞い

て商品を選んだんだから買わないと駄目なんです。」、「外商販売で会えば

買う意志を持っていることだ。」等と、契約を締結させるため、当該契約

の解除に関する事項又は顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なも

のについて不実のことを告げていました。 

（２）威迫困惑（特定商取引法第６条第３項） 
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同社は、消費者に契約を勧誘するに際し、「こうやってわざわざ、大阪

から遠いところを新幹線代やホテル代を自分で払って来とんねん。ひや

かされに来とんのんとちゃうねんぞ。わかってんのか。切れるでほんま。」、

「ここで契約しなかったら、お前の行為は営業妨害やぞ。」、「はあ、あの

なあ、大阪からわざわざ説明をする為だけに来たんじゃないよ。」、「契約

を打ち切ると言うことはここまで来て営業妨害ですよ。」等と、契約を締

結させるため、人を威迫して困惑させていた。 

（３）勧誘目的不明示（特定商取引法第３条） 

同社は、消費者を呼び出すための電話を架け、又は呼び止める際に、「ブ

ランドの説明をするので出て来ませんか。買わなくてもいいですから。」、

「会って話がしたい。商品の雑誌とか見てお得な物とか欲しい物があっ

たら選んでアンケートに答えて欲しい。」、「アクセサリーのメーカーなん

ですけども、よろしければアンケートに答えてくれませんか。」等と、そ

の勧誘に先立って、相手方に対し売買契約の締結について勧誘をする目

的である旨を明らかにしていませんでした。 

（４）迷惑勧誘（特定商取引法第７条第３号に基づく同法施行規則第７条第

１号） 

同社は、契約締結を拒否している消費者に対し、深夜に及ぶ勧誘や長

時間の勧誘を行い、売買契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕

方で勧誘していました。 

（５）虚偽記載教唆（特定商取引法第７条第３号に基づく同法施行規則第７

条第４号） 

同社は、消費者と契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に消費

者の職業や年収について虚偽の記載をさせていました。 

 

５．勧誘事例 

【事例１】 

平成１８年４月上旬、同社の女性テレホンアポイント担当者は２０歳過ぎの

男性消費者Ａの自宅に電話をかけ、「バンディエールジャパンのＸ」と名乗り、

「商品のＰＲをさせてもらいたい。」と告げた。Ａははっきり断ったが、Ｘは「当

社はジュエリーやネックレスを扱っていて、決して怪しい業者ではなく、契約

しなくても良いですし、直接現品を見て、意見を聞かせて欲しいのです。」、「一

度会うだけでよいので会ってくれませんか。」としつこく誘った。電話のやり取

りが２時間以上にも及び、Ａは、「契約はしないよ。２時間だけですよ。」と念

を押して仕方なく会うことを了承し、４月中旬に関東地方の駅で待ち合わせる

約束をした。 

Ａは、約束どおり関東地方の駅に行き、携帯でＸに連絡したところ、同社の
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男性が電話に出て、「Ｘはトラブルに巻き込まれて来られなくなった。」と告げ

た。そして、間もなくホストのような格好をした男がＡの前に現れた。男はＹ

と名乗り、「Ｘは顧客からストーカー行為を受けたので警察に保護されている。

今日は来れないので代わりに説明するのでどこか近くのファミレスに行こう。」

と告げた。Ａはちょっと怖いなと思ったが、そういう事情なら仕方ないと思い、

「２時間だけですよ。」と念を押して話を聞くこととした。 

ファミリーレストランは２４時間営業の店で、ここには午後８時前に着いた。

この時Ｙは、昔暴力沙汰で少年院に入ったことがあるなどと話した。Ａは怖く

なり、説明を聞いて早く帰りたくて、「２時間だけの約束ですから、早く説明を

して下さい。」と言った。するとＹは、３０点程の商品サンプルを鞄から取り出

し、「この中でどの商品が良いか。３点選んでみて。」、「買うとするなら３点の

うちどれか選んで。」と言って、Ａに気に入った商品を選ばせた。Ａは、質問に

従ってネックレスを選んだところ、Ｙは、「その商品は通常９０万円で扱ってい

るが、今回は特別に５０万円だ。」と言った。Ａは「意見を言うだけという約束

で来ている。買うつもりはないし、そんなに高額な品物を買うお金は持ってい

ない。」と断ると、Ｙは突然態度を変え、大声で「こうやってわざわざ、大阪か

ら遠いところを新幹線代やホテル代を自分で払って来とんねん。ひやかされに

来とんのんとちゃうねんぞ。わかってんのか。切れるでほんま。」と激しい口調

で脅すように怒鳴り、手にしたボールペンで何度も強くテーブルを叩いた。Ａ

はびっくりしたのと同時に周りの客の目が大変気になって困惑した。Ａは、「他

にお客さんが居るんで、もう少し声を抑えてくれ。」と言ったが、Ｙは聞き入れ

なかった。 

ＡはできるだけＹを刺激しないように２時間我慢し、時計を見ると午後９時

半を回っていたので、「約束の２時間を過ぎたので帰らせてもらいます。」と言

って帰ろうとした。すると、「ここで契約しなかったら、お前の行為は営業妨害

やぞ。」、「レストランに入って品物を注文せんかったら営業妨害になるやろう。

それと同じや。」、「お前のためにわざわざ来てるねんど。今の俺らの状況は一度

会ったんやからそれと同じやねん。」などと言い、携帯で誰かに電話をした。 

午後１０時半くらいに、同社のＺと名乗る男性が現れた。ＺはＹより服装が

ラフで、暴力団スジという印象で、「これは逃れられないな。やられたな。」と

Ａは観念した。Ｚは、「契約をしてくれないなら、何時までも同じ事を言ってい

ても始まらない。お金がないというなら帰ってもらっても構わない。」と言った。

Ａが驚いて、「契約をせずに帰っても良いんですか。」と聞いたところ、Ｚは、

「もちろん帰って貰ってもええけど、その選択をしたら、お客じゃあなくなる

ので、その場合は別の話をさせてもらう。」と告げた。Ａは、「別の話とはどう

いう事ですか。袋だたきにされるとか暴力団を呼ばれるとかですか。」と心配で

何度も訊いたが、Ｚは何も答えなかった。Ａはますます心配になり、すっかり
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困惑してしまい、疲れて早く帰りたくて、仕方なく契約することとし、Ｙに言

われるままに契約書に署名した。時計を見ると夜中の１時を回っていた。 

 

【事例２】 

平成１７年８月上旬、同社の女性テレホンアポイント担当者は、２０歳過ぎ

の男性消費者Ｂの自宅に電話をかけ、「バンディエールジャパンのＶです。」と

名乗り、アンケートに答えて欲しいと告げた。Ｖが、「あなたはブランドに興味

がありますか。」と聞いたので、Ｂは「グッチに興味があるよ。」と答えた。す

るとＶは、「グッチはいいですよね。うちの会社では、グッチの孫が作った最新

作の製品を取り扱っていますよ。」、「ブランドの説明をするので出て来ません

か。買わなくてもいいですから。」と誘った。Ｂは、まあ見るだけならいいかと

思い承諾した。 

８月中旬にＢは約束通り中国地方の駅に行ったが、Ｖは来なかった。暫く待

っていると、男が現れて、「Ｂさんですか。お待たせしました。バンディエール

のＷです。」、「すみません。担当のＶは、今日は用事があって来れなくなったん

ですよ。」と言った。ＢはＷについて行こうかどうしようか迷ったが、見た目か

らＷは恐そうな人に思え、断るとまずいことになるような気がして、Ｗと一緒

にタクシーに乗りファミリーレストランに行った。 

ファミリーレストランに入ったのは、午後１時頃だった。少し世間話などを

した後、Ｗは紙を取り出して、「私にやって欲しくないことを書いて下さい。私

も書きますので。」と言った。Ｗは、「うそをつかない。話を最後まで聞く。」と

いったことを紙に書いた。ＢはＷが「話を最後まで聞く。」と紙に書いたのを見

て、もしかしたら何か売りつけられるのではないかと思い、「無理矢理販売して

ほしくない。脅さないで欲しい。」と書いた。その後Ｗは、「今日の話の内容は

分かりますか。」とＢに聞いた。Ｂが、「グッチの孫が作った最新作の製品の説

明でしょ。」と言うとＷは、「そうです。これを見て下さい。」と言って、アタッ

シュケースに入ったたくさんの指輪やネックレスをＢに見せた。そしてＷは、

「好きなのをどれでもはめてみて下さい。」と言い、Ｂにその中から１つの指輪

を手にとってはめさせた。するとＷは製品の説明を始め、そして、「Ｂさんなら

幾らぐらい払えますか。」と聞いた。いきなり支払いの話をしてきたことにＢは

驚いて、「それは製品を購入して下さい、という事ですか。」と聞くとＷは、「は

い、そうですよ。この製品の中でどれがいいですか。」と言ったので、Ｂは「僕

は買えませんよ。」とはっきり断った。すると急にＷは顔付きを変えて、「おい。

だったら何の為にここに来たんや。」と怒った。それは周りの人にも聞こえるぐ

らいの大きな声だった。Ｂは周囲の目が気になったものの、製品を買わされて

は困ると思い、「僕は製品の説明を聞きに来ただけです。」と答えた。するとＷ

は、「はあ、あのなあ、大阪からわざわざ説明をする為だけに来たんじゃないよ。」
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と言った。そして、Ｂが断っているにもかかわらず、一方的に値段の説明を始

めた。Ｂは、「どれも自分には無理です。買えません。」と言って立ち上がりか

けたが、Ｗは、「ちょっと待て。そうやって交渉する前に無理とか言うな。」と

言い、Ｂは何も言えずにずっとうつむいていた。Ｗは「この値段ならどうです

か。」と、紙に月々の支払額を書いてＢに見せた。それでもＢがまだうつむいて

いると、Ｗは「なあ、買わずに帰ると御飯を食べてお金を払わずに帰る事と一

緒で営業妨害になって、営業妨害する人はお客様と考えないので、どうなって

も知らんよ。」と言ったので、Ｂは恐ろしくなった。また、Ｗは、地元の高校の

名をあげ、ガラの悪い学校で自分はそこを中退しているとか、危ない関係の人

間も少々は知っているということをＢに言った。Ｂはこの話を聞いて本当に恐

ろしくなり、この指輪を買わないと後でどうなるか分からないと思い、契約す

ることを承諾した。ファミリーレストランには５～６時間はおり、店を出たと

き辺りはもう真っ暗になっていた。 

翌日Ｂは、やっぱりクーリングオフしようかどうしようか迷ったが、Ｗから、

「営業妨害する人はどうなっても知らんよ。俺は危ない関係の人間も知ってい

るから。」と言われたことが気になって、恐くてクーリングオフできなかった。

 

【事例３】 

平成１９年８月上旬の夕方、同社の女性テレホンアポイント担当者は、２０

歳過ぎの男性消費者Ｃ宅に電話をかけた。担当者はＴと名乗り、初めは雑談を

していたが、そのうちにアクセサリーの仕事をしているという話を始め、外商

をしているので会って話がしたいと言った。会って話をすることについては、

Ｃは最初断ったが、「商品を見せるので、気に入ったら買っても良いし、気に入

らなければ、意見を聞かせて欲しい。」と言ったため、そういうことであれば会

っても良いと思い、会うことを了承した。時間についてはＣの都合を聞いてく

れたが、場所は中部地方の駅の改札口前に指定してきた。 

８月中旬の約束の日、午後１時にＣが駅で待っていると会社から電話が入り、

今どのような服装なのかを聞かれたので服装を伝えしばらくその場で待ってい

ると、いきなり「Ｃくんですか。」と知らない男の人に呼びかけられた。その人

は、「Ｔが今交渉しているお客さんが、Ｔと遊ばないと契約しないと言われてい

て、Ｔが怖がっている。」と、Ｔが来られないことを告げた。この時男はディオ

ンのＵと名乗った。Ｕは最初ファミレスに行こうと言ったが、Ｃがこのあたり

にはないと言うと、駅のレストランに入った。 

Ｕはまず雑談をした後、外商販売についてＣに説明しはじめた。その後、Ｕ

は指輪やネックレスなどのアクセサリーをいくつか鞄から取り出し、Ｃにこれ

らの中でどれが一番好きかと聞いたので、Ｃはこの中ではネックレスが好きだ

ということを言った。Ｃはこれらのアクセサリーを見ても、欲しいとは思わず、
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ただ意見を求められているものとして受け答えしていた。Ｃは買う気は全然な

かったが、いつの間にか買わされるような話になっていったので、はっきりい

らないことを言うと、Ｕは、「なぜいらないの。お気に入りを家に送りつけるか

ら。」と言った。これについてもＣは、「困るんですけど。」と答えたが、Ｕは、

「買う気があるから会ってくれたんでしょ。」、「最初の電話でそういう風に説明

されたでしょ。その時に外商と言っているでしょ。」と言った。Ｃが「買わなく

ても良いと言われたから来ました。」と言うと、Ｕは、「買わなくて良いじゃな

くて、買えなければいい。金銭的に払えないならしょうがない。」と言い、Ｃは

アクセサリーの中で一番安い指輪を契約することになってしまった。その後に、

月々いくらなら払えるかといった話しになり、Ｕは、「うちは交渉させて頂くか

たちになっている。」と言った。Ｃは払いたくないと言ったが、Ｕは、「交渉を

止めることはできない。月々払える値段を考えて買えばいい。買えるんだった

ら買えばいいから。」と言った。Ｃは商品が気に入ったわけではないが、月にい

くらくらいなら払えるのかを聞かれ、月１万円くらいなら払えると言ってしま

ったところ、Ｕは「雑誌のモデルをしてくれれば特別待遇で安くなるので、上

司と交渉してみます。」と言い、その場で携帯でどこかに電話をし、「モデルの

仕事をやってくれます。いい加減な客ではないんでお願いします。」と話し、電

話が終わった後Ｃに、「大丈夫でした。」と言った。そこまでされてＣは、断る

ことができなくなり、契約してしまった。Ｃは本当は話の途中で帰りたいと思

ったが、言い出せる雰囲気ではなかった。Ｕは話の途中で表情がきつくなるな

ど、Ｃが怖く感じることはあった。 

Ｃは学生だが、契約書の勤め先欄についてはＵが、「そこはバイト先書いてく

れればいいから。」と言ったので、バイト先を書いた。クーリングオフについて

の説明は、「これどういうのか知ってるよね。でも契約するんだから、そんなこ

としないよね。」と念を押された。また、「第三者が介入するといろいろあって

現金で一括払いになる。」とも言われた。Ｃが契約を終えてレストランを出たの

は午後５時くらいだった。 

 

【事例４】 

平成１９年８月中旬、同社の女性テレホンアポイント担当者は２０歳過ぎの

男性消費者Ｄの自宅に電話をかけた。Ｄが誰からだろうと電話に出ると、話の

途中Ｑと名前を教えてくれた。Ｑが、「ファッション関係の商品を取り扱ってい

る。」と商品勧誘の話をしたので、Ｄは断ろうと思ったが、Ｑに、「会って話が

したい。商品の雑誌とか見てお得な物とか欲しい物があったら選んでアンケー

トに答えて欲しい。」等と勧誘され、Ｄもアンケートだけならいいかと思い、次

の日の午後８時以降なら空いていると答え、翌日に中部地方の駅の改札口で会

うことに決めた。 
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Ｄが約束時間に待ち合わせ場所に行くと、Ｑは現れず、代わりに一見ホスト

風の男が来た。男は、「私は、ディオンジャパンのＲです。Ｑは会社でトラブル

があって来られなくなったので代理で来ました。」と言った。Ｄは少し変だと思

ったが、ファッシヨン関係の話が耳に残っていて、男の話を信じてしまった。

そして、タクシーを拾って５分くらいの所にあったファミリーレストランに行

った。 

ファミリーレストランに着いたのは、午後９時１５分過ぎだった。Ｒは最初

はＤの興味のある話をした。その後、Ｒは会社の説明を始めたが、その際Ｄに

対して「話を最後まで聞いて欲しい。」、「途中で電話をかけないで欲しい。」の

２点を約束してくれと言った。Ｄはファッションの話を聞いて、アンケートに

答えるだけだと思っていたので反対はしなかった。 

Ｒは、ファッションの話はせず、貴金属関係の話を始めた。ＤはＱとの電話

で聞いていた話とは違うと思ったが、最後まで話を聞くという約束をしていた

ので、黙って聞いていた。Ｒはそのうちに宝石ケースを取り出し、２０点以上

のアクセサリーを展示した。そして、「どんなのが好き。」と言ってＤに選ぶよ

うに勧めた。Ｄは、選ぶだけなら良いだろうと指輪を１点選ぶと、Ｒはこの指

輪はホワイトゴールドで、希少価値のある貴金属であるというような説明を盛

んにした。Ｄは買う気が全くなかったので、「買えませんよ。」と断った。する

と、Ｒは「安くするから。」とさらに勧め、押し問答が続いた。Ｒは、大声を出

したり、声を荒げることはなかったが、「今やっているのは、外商販売なんで、

１回話を聞いて商品を選んだんだから買わないと駄目なんです。」と急に声が硬

くなって断定的に言った時には、Ｄは怖いと思った。 

Ｄは、Ｑが外商販売をしているとか言っていたのをこの時思い出し、アンケ

ート調査ではなく、商品を無理矢理買わせる誘いだったことがようやくわかり、

騙された、やられたと思った。Ｄは、契約するつもりはなかったので、何とか

この場を逃れようと思い、「帰らせて下さい。」と言った。するとＲは、ムッと

した顔色に変わり、「契約を打ち切ると言うことはここまで来て営業妨害です

よ。」と硬い口調で言った。営業妨害という言葉を聞いて、Ｄは怖くなった。そ

して、Ｒは席を立って、店外に出て誰かに携帯で電話をしていたが、Ｄは話が

終わるまで電話をかけないと約束させられていたので、誰にも電話ができない

でいた。Ｄが途中でトイレに行った時も、Ｒが私が携帯電話をかけていないか

を覗きにきたので、Ｄの自宅とか友達に電話することはあきらめた。 

ＤとＲで買う、買わないで１時間以上押し問答が続いて午後１１時を過ぎた

頃、Ｒの上司と思える男Ｓがやって来た。Ｓは一見やくざ風だった。 

Ｄは、Ｒが電話をして応援を呼んだ事がわかり、２対１になってしまったの

で、もう逃げられないと思ったが、何とかお金がないので買えないと言って粘

ろうと思った。Ｓは、最初Ｒの隣に座っていたが、話が進まないので、Ｄの隣
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に座り込んで指輪を買うように勧めてきた。Ｄは、「お金がありません。」の一

点張りで断った。その内、Ｓが「お金がないのならローンを組みましょう。」と

提案してきた。 

そして、Ｒは最初、「１月５万円でどうだ。」と言った。Ｄはあきらめさせよ

うと「１月１，０００円しか出せません。」と言うと、Ｒは段々値段を下げてき

て最終「８，０００円。」と言ったので、Ｄは、「４，０００円以上は無理。」と

答えた。するとＲは「上に了解を取る。８，０００円以下では駄目と言われた

ら契約が無効で良いが、ＯＫが取れたら契約してくれ。」と言って席を立って電

話をかけた。席に戻ったＲの答えは４，０００円でＯＫが出たとのことだった。

Ｄは、相手は２人なので、ずっと怖い思いをしていた。 

Ｄはこの後契約書を書かされた。このうち勤務先は、Ｒから収入がないとク

レジットが使えないのでアルバイトでいいから書くように言われたのでそのよ

うに書いた。商品発送方法が自宅でなく局止めとなっているのは、Ｒが「今回

の契約は家族に言わない方が良い。」と言ってＲが書いた。そして、Ｒは「クー

リングオフはしないよな。」と言ったため、Ｄはこの場では「はい。」と答えた。

Ｄは、契約書を作成したことで、どうにか解放して貰えた。ファミリーレス

トランを出たのは、日にちの変わった午前４時頃になっていた。 
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株式会社ボメールに対する行政処分の内容 

 

１．事業者の概要 

(１) 名称：株式会社ボメール 

（平成１９年４月６日に有限会社ティアラージェを商号変更） 

(２) 代表者：横井川 一（よこいがわ はじむ） 

(３) 所在地：京都市伏見区竹田久保町７０－１０ 

(４) 資本金：３００万円 

(５) 設立：平成１７年５月１７日登記 

(６) 取引形態：訪問販売 

(７) 商品：ネックレス、指輪等アクセサリー 

(８) 売上高：２５３百万円（Ｈ１８．１０～Ｈ１９．９） 

 

２．取引の概要 

株式会社ボメールは、同社と事務代行契約を締結した販売店に、同社名で

指輪、ネックレス等のアクセサリーの販売を行わせていました。販売店は、

これらの商品について訪問販売を行っていましたが、２０歳過ぎの若者を対

象に、営業所以外の場所や、アポイントメントセールスで誘引した消費者を

公衆の出入りしない場所に誘引して指輪、アクセサリー等の商品について契

約を行っていました。 

 

○関連事業者との関係 

同社は、同社と事務代行契約を締結した有限会社サンクチュアリ、グロ

ースコーポレーション（Growth Corporation）こと宮野匡史を販売店とし

て販売を行わせ、ファクタリングと称して同社が加盟店契約を結んでいる

信販会社のクレジットを同社名義で使用させ、その売上の一部を渡してい

た。 

 

             勧誘 

 

 

立替払契約  商品売買契約 

事務代行契約 

       加盟店契約 

消費者

こと 宮野匡史 

ル
 

 

 

   

信販会社 
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有限会社サンクチュアリ、 

グロースコーポレーション 

（Growth Corporation） 
ボメー



＜関連事業者の概要＞ 

（１）有限会社サンクチュアリ 

①名 称：有限会社サンクチュアリ 

②代表者：代表取締役 吉村 計哉 

③所在地：大阪市西区北堀江一丁目６番１２号 

④資本金：３００万円 

⑤設 立：平成１５年５月２０日 

（２）グロースコーポレーション（Growth Corporation）こと宮野匡史 

①名 称：グロースコーポレーション（Growth Corporation） 

②代表者：代表 宮野 匡史 

③所在地：横浜市西区浅間町１－６－１０ 

④設 立：平成１５年９月１日（同社ホームページより） 

 

３．業務停止命令の内容と期間 

（１）業務停止命令の内容 

特定商取引法第２条第１項に規定する訪問販売に関する業務のうち、

次の業務を停止すること。 

①売買契約の締結について勧誘すること。 

②売買契約の申込みを受けること。 

③売買契約を締結すること。 

（２）業務停止命令の期間 

平成２０年８月７日から平成２１年８月６日まで（１２か月間） 

 

４．業務停止命令の原因となる事実 

（１）勧誘目的を告げずに誘引した顧客を公衆の出入りしない場所へ誘引し

ての勧誘（特定商取引法第６条第４項） 

同社は、消費者に契約を勧誘するに際し、契約の締結について勧誘す

るためのものであることを告げずに誘引した者に対し、公衆の出入りす

る場所以外の場所において契約の締結について勧誘を行っていました。 

（２）勧誘目的不明示（特定商取引法第３条） 

同社は、消費者を呼び出すための電話を架ける際、または街頭で声を

かける際に、「時間ありますか、ちょっと話を聞いて欲しいんです。」、「デ

パートに宝石を売るんだけども、その会場がホテルにあり、もう仕事は

終わったんだけども、珍しい宝石があるので見に行かないか。」等と、そ

の勧誘に先立って、相手方に対し売買契約の締結について勧誘をする目

的である旨を明らかにしていませんでした。 

（３）迷惑勧誘（特定商取引法第７条第３号に基づく同法施行規則第７条第
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１号） 

同社は、契約締結を拒否している消費者に対し、深夜に及ぶ勧誘や長

時間の勧誘を行い、売買契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕

方で勧誘していました。 

（４）虚偽記載教唆（特定商取引法第７条第３号に基づく同法施行規則第７

条第４号） 

同社は、消費者と契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に、消

費者の職業や年収について虚偽の記載をさせていました。 

 

５．勧誘事例 

【事例１】 

平成１９年６月中旬の午後１時前頃、同社の男性販売員は、関東地方の駅ビ

ルで２０歳過ぎの女性消費者Ａに、「今ちょうど大阪から来たところなんやけ

ど、時間ありますか、ちょっと話を聞いて欲しいんです。」と声をかけた。男性

販売員がＡと同い年くらいに見え、「時間が無ければいいですよ。」と言うなど

控えめであったので悪い感じがせず、特に予定もなかったことからＡは、「いい

ですよ。」と返事をした。すると男性は、「向こうに居る人から宝石の良い話を

聞いて欲しいんです。」ともう一人の若い男性の方に案内した。声をかけてきた

男性とはその時別れた。この時、Ａは会社の名前や宝石の売買契約を勧誘する

ことなどは聞いていない。 

Ａはもう一人の男性と駅ビルのファミリーレストランに行った。ファミリー

レストランでその男性はＺと名乗って名刺を渡した。Ｚは「自分はアクセサリ

ーのデザインをしており、その人に合ったデザインで作ってあげられる。」など

と説明を始め、その後自分の身の上を長々と話した。そしてＺは、「ピンクのダ

イヤモンドは通常１００万円するが、自分がデザインをすればデザイン料は取

らないし、その他にも色々値引きができて半額の５０万円になる。」などと説明

した。Ａは宝石の値段のことなどは知らなかったので、最初１００万円と言わ

れた時は安くはないなと思ったが、半額の５０万円になると聞き、「随分安くな

ったなあ」と得をしたような思いになった。そういった説明を受けている間に

ＡはＺの話をすっかり信じてしまった。 

そしてＺがアタッシュケースから契約書などの書類を出した。その時にはＡ

はデザイナーだというＺの話をすっかり信じてしまっていた。Ｚは、「とりあえ

ずクレジットの書類を書かないと契約できないからこれだけは書いてもらっ

て、ネックレスは注文を受けてから加工するので納品は１ヶ月くらいかかるか

ら、出来上がったら電話をします。」と言って自分の携帯電話の番号を教えた。

そしてＡはＺに言われるままに契約書を書いた。その時、「ダイヤを買い取る

のに費用が要るので、これを書いたらデザインを見るまでは絶対に解約はしな
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いという約束をして下さい。」と強く言われ、ＡはＺの言葉を信じて契約書を書

いた。最後にＺが担当者名を記入して契約は終わったが、その時Ａの時計は４

時を過ぎていた。 

 

【事例２】 

同社の女性販売員は、携帯の出会い系サイトに「友達を募集してます。」とい

う掲示を書き込んだ。平成１９年９月上旬にこれを見た２０歳過ぎの男性消費

者Ｂが、「メールをしませんか。」と送信すると、すぐにＸという女性から返事

が来た。Ｘは、メールよりも電話の方が色々話せて良いと伝え、電話番号を交

換した。Ｘは、「私は大阪で仕事をやっているけれど、仕事でそちらに行く予定

があるので会わないか。」と言い、Ｂと九州地方の駅の入口で夕方の５時に待ち

合わせた。この時ＢはＸが販売の仕事をしているということは聞いたが、何の

販売かということや会社名は聞いていない。 

約束の日の９月上旬、待ち合わせ場所で会った後、ＸとＢは駅の１階にある

喫茶店で話をした。喫茶店では世間話をしたが、Ｂはその時に初めてＸが大阪

で宝石の販売の事務をしていて、九州にはデパートに宝石を卸売りするために

来ていることを聞いた。その後Ｘは、「デパートに宝石を売るんだけども、その

会場がホテルにあり、もう仕事は終わったんだけども、珍しい宝石があるので

見に行かないか。」、「個人ではなかなかいけないんだけども、私が案内するか

ら。」などとＢを誘った。Ｂは珍しい宝石が置いてあるという言葉に興味を引か

れて見に行くことにした。喫茶店を出たのは７時を過ぎていた。 

ホテルは駅から歩いて５分ほどのところにあり、ＢはＸに受付の横の会議室

に案内された。この部屋は、その時は展示会が終わっているためか誰でも自由

に入れる雰囲気はなかった。そしてＢは、テーブルの１つに案内されて、宝石

の原石のようなものが載った図鑑を見せられ、宝石の説明を聞かされた。そし

てＸは、「今のうちに買っておいた方がいい。」、「今持っておいた方が将来の結

婚する相手もうれしいだろうし。」等と購入の話を始めた。Ｂは、「そうかもし

れないけど、今は別に要らない。」と話したが、Ｘは「今有った方がいいと思っ

てるんなら、今決断する方が良いよ。」と言って引き下がらなかった。このよう

な押し問答を繰り返し、Ｂはホテルに来てから３時間くらい経ち、時間も遅く

なってきたので、もういいと思い、帰るために部屋を出た。そうすると、Ｘと

男性が追いかけてきて、ホテルのロビーで捕まった。その時に男は、「Ｙです。」

と名乗り、有限会社サンクチュアリの名刺を差し出した。その後、ＢはＹに対

して、「どうしても帰りたいんです。」と言ったが、Ｙは、「まあ座れや。」と言

い、持っていた鞄でＢの肩を強めに叩いた。Ｂが仕方なくロビーで座ると、Ｘ

はそのうちに席を外した。Ｙは、「今日はよくきてくれた。せっかくの機会だか

ら買っていった方がいいんじゃない。」等と、Ｘが言ったような話を繰り返し話
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した。Ｂも先ほどと同じように要らないと押し問答をしていたが、Ｙはだんだ

んといらいらし始めた。Ｂが帰りたいと言っても帰さず、買うとも言っていな

いのにネックレスや指輪の料金表を広げ、「これはいくら、これはいくら。」と

いった話を始めた。Ｂは長時間勧誘されて耐えきれなくなって、仕方なく「分

かりました。」と言ってしまった。Ｂはそういうと、再び会議室に連れ戻された。

会議室でＢが「お金がないのですが。」と言うと、Ｙが指輪やネックレスの料金

表を見せた。Ｙは料金表の中から最も安いものを選び、「この中で一番安いのは

これだ。宝石自体も安いタイプだし、これだったら払えるんじゃないか。」と商

品を決めた。Ｂは仕方なく、「これだったら。」ということで了承してしまった。

その時点で夜の１２時は回っていた。契約書の販売店は有限会社サンクチュア

リではなく株式会社ボメールとなっていた。契約書を書き上げると、Ｂはホテ

ルを放り出され、自宅に帰り着いたのは午前３時近くになっていた。 

 

【事例３】 

同社の販売員Ｖは、携帯メールで知り合った２０歳過ぎの女性消費者Ｃを、

平成１９年９月上旬に、顔合わせがてら、Ｖの仕事風景やキャンペーンを見て

もらいながらお話ししようと誘い出した。この時に、Ｃはアクセサリーの契約

についての話は聞いていない。待ち合わせは、９月中旬の日の１２時、場所は

関東地方の駅の出口にした。 

約束の日、ＣはＶに雑居ビルの５階に連れて行かれた。そこはお客さんが大

勢来るような感じではなかった。Ｃは部屋の一角にあるパーテーションで区切

られてたところに案内され、最初はお互いの印象とか、将来の夢などの話をし

た。１時間少し経ち、Ｖは、「ここからが本題ね。」、「ここで買わないとか買う

とか自分で話を決めつけないで前向きに聞いてね。これは将来のことも含めて

のことだから。」と言った。そして、「うちはオリジナルリングなんだよ。」、「世

界で自分一人だけのアクセサリーと、どこにでも売っているようなアクセサリ

ーとどっちがいい。ひとつだけの方がやっぱり魅力的だよね。」と説明を始めた。

次にＶは、「自分がどんなリングがいいかデザインしてみて。」と言ったので、

Ｃはデザインを書いていった。デザインが決まるとＶは、「いくらくらいならこ

ういうのが出来ると思う。でもこれは大体３桁は行くよ。」と値段の話を始めた。

Ｃは、この時は買わされるとも思ってなかったので、「そうですよね。高いです

よね。」と答えていた。この時は大体４時か５時くらいになっていて、Ｃは電車

の時間が心配で帰りたいと思い、「後５分で終わりませんか。」、「あとどのくら

いですか。」と言っても、「もうちょっとだから。」とはぐらかされ、価格を交渉

する話の時にはもう契約するしかないという状況を作られていた。Ｖから、「毎

月いくらくらいなら払える。」と聞かれ、Ｃは、「１万円は行きたくないな。」と

言った。そうするとＶは、「今から作るところと交渉してみるね。」というよう
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なことを言って事務所に入っていった。Ｃはこの隙に帰りたいと思ったが、初

めての土地で右も左も分からず、また、後々怖いので、もう少しと思って待っ

ていた。Ｖは戻ってくると、「Ｗさんという滅多に来ない人が来ているので、交

渉をしてもらうから。」と言って、更に待たされた。しばらく待っていると、Ｗ

が来て、月々の支払が１万５千円になると言ってきた。Ｖは、「ほんとはオリジ

ナルリングは絶対３桁行くのが当たり前だけど、このＷさんが交渉してここま

で下がったんだよ。」と言った。Ｃは８時くらいに、帰る電車がなくなると思い、

「この契約は明日とか後日でもいいですか。」と聞いたが、「今日書いて貰わな

いと困る。」と言われてしまった。 

契約書の月収欄は、Ｃの収入は毎月１６、７万円程度であるためＶにそう言

ったところ、「２０万円で良いんじゃない。」と言われ、その様に書いた。年収

欄についても、このくらいと言われた数字を書かされた。Ｃは金銭的な話を何

時間も聞かされ、こんなのキャンペーンじゃないと思い、帰りたくて帰りたく

て仕方なかった。 

最終的に部屋を出たのは１０時前だった。帰る前に、はんこを押した契約書

をここに送ってくれと言われて封筒を貰ったが、その封筒は契約した株式会社

ボメールあてではなく、グロースコーポレーション（Ｇｒｏｗｔｈ Ｃｏｒｐ

ｏｒａｔｉｏｎ）あてのものだった。 
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株式会社バゲーラジャパンに対する行政処分の内容 

 

１．事業者の概要 

(１)名称：株式会社バゲーラジャパン 

（平成１９年３月１５日にワールドブルー株式会社を商号変更） 

(２) 代表者：楓 好博（かえで よしひろ） 

(３) 所在地：京都市伏見区竹田久保町７０－１０ 

(４) 資本金：１０００万円 

(５) 設立：平成１１年７月１２日登記 

(６) 取引形態：訪問販売 

(７) 商品：ネックレス、指輪等アクセサリー 

(８) 売上高：１７３百万円（Ｈ１８．４～Ｈ１９．３） 

 

２．取引の概要 

株式会社バゲーラジャパンは、２０歳過ぎの若者を対象にファミリーレス

トラン等で指輪、アクセサリー等の商品について契約を行っていました。 

 

３．業務停止命令の内容と期間 

（１）業務停止命令の内容 

特定商取引法第２条第１項に規定する訪問販売に関する業務のうち、

次の業務を停止すること。 

①売買契約の締結について勧誘すること。 

②売買契約の申込みを受けること。 

③売買契約を締結すること。 

（２）業務停止命令の期間 

平成２０年８月７日から平成２１年５月６日まで（９か月間） 

 

４．業務停止命令の原因となる事実 

（１）勧誘目的不明示（特定商取引法第３条） 

同社は、消費者を呼び出すための電話を架ける際に、「ファッションに

興味がありますか。若い人に人気のブランド服で、モデルをして頂けれ

ば、着て頂いた服は差し上げます。話だけでも聞いて頂けませんか。」等

と、その勧誘に先立って、相手方に対し売買契約の締結について勧誘を

する目的である旨を明らかにしていませんでした。 

（２）迷惑勧誘（特定商取引法第７条第３号に基づく同法施行規則第７条第

１号） 

同社は、契約締結を拒否している消費者に対し、深夜に及ぶ勧誘や長
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時間の勧誘を行い、売買契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕

方で勧誘していました。 

 

５．勧誘事例 

【事例１】 

同社の女性テレホンアポイント担当者は、平成１７年１２月中旬、女性消費

者Ａの自宅に電話をかけた。担当者は電話でＸと名乗り、「ファッションに興味

がありますか。若い人に人気のブランド服で、モデルをして頂ければ、着て頂

いた服は差し上げます。話だけでも聞いて頂けませんか。」などと告げた。Ａは

特に興味がなかったので５分くらいで電話を切った。ところが、翌日にも、Ｘ

は電話をかけ、「モデルで着て頂いた服は４、５万円程するものですが、差し上

げますし、１０回くらいモデルをして頂いたらそれだけで５０万円分の服がも

らえるので、話だけでも聞いてもらえませんか。」と執拗に誘った。Ａはなかな

か電話を切らしてもらえず３０分程も経ち、あまりにしつこいので、話だけな

ら聞いてもよいかと言った。するとＸは、「いつなら空いてますか。家はどこで

すか。最寄りの駅はどこですか。」と尋ね、Ａのアルバイトが休みの１２月下旬

に近畿地方の駅で会う約束になった。 

約束の当日、３時近くに男性から担当者が未だ大阪市内にいて仕事で遅れて

いる。自分が替わりにそちらに向かっているが、３０分程遅れるという内容の

電話があり、近くの喫茶店で待つ約束をさせられた。Ａは、近くの喫茶店で男

性が来るのを待っていると、３時半頃に携帯を片手に男性Ｙが店に現れた。 

最初ＡはＹと世間話やファッションや服の話をした。Ａは最初は４時近くに、

「もう時間がないので帰りたい。」と言い、帰ろうとしたが、Ｙは「担当者は必

ず来るのでもう少し待ったって。」と引き留め、その後も何度かＡが帰ろうとす

る度に席を立ってどこかに電話をするなどして、「もうこちらに向かってるの

で。もう少し、もう少し。」などとその都度引き止め、結局午後５時半頃に新た

な男性が現れるまで待たせた。 

Ａは、電話で約束したＸが来るものと信じていたし、Ｙが説明したように一

所懸命に仕事をしていて仕方なく遅れている、約束だから会うだけ会おうと待

っていた。ところが、午後５時半頃に現れたのは、黒っぽいアタッシュケース

を持った男性だった。男性は入って来るなり、名刺を渡してＺと名乗った。Ｚ

はＡの前に座り、鞄からファッション服のカタログを取り出して、「こんな服の

モデルをやって頂いて、普通で買ったら４、５万円する服やけど、若い人に人

気が出てきてて、プレゼントさせてもらう。」といった説明をしたが、Ａが指輪

をしているのを見て、「アクセサリーに興味があるみたいやね。うちはアクセサ

リーも扱っていて、もし買うとしたらどんな物が良いですか。指輪、ネックレ

ス、ブレスレットどれが欲しい。」とアクセサリーが載ったパンフレットを見せ
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て聞いた。Ａが答えないでいると、「指輪ならこの中でどれが良い。」と更に聞

いた。そして、良いアクセサリーは資産価値があって、持っていて損しないな

どと説明し、「月にいくらもらっている。月々いくらくらいなら払える。」など

と聞いた。更に服の話をして、「５０万の指輪を買ったとして、モデルの催しで

この服を着てもらえば、１着４、５万円の服がもらえて、例えば、５、６回行

って服をもらえば５０万くらいになるから、元が取れ、タダで指輪をもらうこ

とになる。」などと説明した。 

Ａは、Ｚが現れた時点で、帰れないとはっきり解ったし、もともと断ること

が苦手なので、言われるままにするしかないと観念した。早く解放されたくて、

パンフレットの中で一番安い指輪を選び、Ｚが取り出した契約書に指示された

とおりに書いた。契約書に記入したあとＺは、「絶対、誰にもこの話はしないこ

と。」とＡに約束させた。そして「第３者に伝えて、解約ということになれば、

会社はＡさんを訴えることになる」などと説明した。Ａは、契約書に拇印を押

し、銀行口座の番号は翌日電話連絡することで契約が終了した。時計を見ると

午後６時近くになっていた。 

 

【事例２】 

同社のＷは、平成１６年４月頃に、出会い系サイトを通じて女性消費者Ｂと

知り合いになった。ＢはＷから、京都で宝石関係の仕事をしているということ

を聞いていた。知り合ってからしばらくしてＷは、北海道の都市で宝石の展示

会をするので来てみないかとＢを誘った。Ｂは特に宝石に興味はなかったが、

まあ見るくらいなら見てみようかなと思い、行くこととした。この時にＢはア

クセサリーを買ってもらうというようなことは言われていない。待ち合わせを

したのは平成１６年５月下旬の、展示会が開かれているというビジネスホテル

だった。 

約束の日、ＷはＢを展示会が行われているホテルに案内した。ホテルに着い

たのは午後１０時頃だった。ホテルに着くと、ロビーでＷはＢに宝石に興味を

持たせるような話しをした。この話は１２時前くらいまで続いた。その後、Ｗ

は上の展示会場に行こうとＢを誘った。ＷはＢを案内してから、どんな宝石が

好きか、どんな色が好きかといったことを聞き、Ｂは青い色が好きだったので

そのことを伝えたところ、Ｗは青い色の宝石をいくつか持ってきて、この石に

はこんな意味があるなどといった説明をした。Ｂはこの時買わされるとは思っ

ていなかったので、ただ聞いていた。しかし、Ｗはべらべらと一方的に延々と

話し、Ｂが口をはさむ隙もなく、断りづらい状況を作っていったので、Ｂは契

約しないと帰らせてもらえないと感じた。その後、Ｗは、「この石でだいたいい

くらくらいなのか出してみようね。」と言い、「毎月いくらくらいなら払える。」

と聞いた。このときＢはそんなにほしくない物にお金をかける気もなかったの
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で、３千円くらいと答えた。そうすると、Ｗはその範囲で買える赤い小さなス

ピネルの付いたネックレスを勧めた。Ｂは赤い宝石は好みではなく、そんなに

欲しくなかったが、それをイヤとも言えず、契約しないと帰れない、これは逃

げられない、それぐらいの額なら月々の小遣いから払っていけるかと思って契

約することとした。Ｂは話の途中でもう止めて欲しいと思ったが、席を立って

逃げ出す勇気もなく、誰かを呼んで助けてもらうと言ったことも頭が回らず、

逃げられないと思ってしまった。契約書を書き上げたのは周りが明るくなって

きた、朝の４時を回っていた。 

 

【事例３】 

同社の女性テレホンアポイント担当者Ｕは、平成１７年の１１月下旬に女性

消費者Ｃの自宅に電話をかけた。Ｕはアクセサリーの新作が出たので、若い人

にそれを見てもらって、その感想を聞かせて欲しいと告げた。Ｃはあまりアク

セサリーに興味はなかったが、Ｕは会社のスケジュール管理の人と替わると言

って、男性と電話を替わった。Ｃはこの時、確認しておかないといけないと思

い、その男性に、感想を言った後に商品を買わされることがないかと聞くと、

それは絶対一切ない、ほんとに話を聞かせてもらうだけと言ったため、会う日

にちを決めた。このときＣは会社名をＵからも男性からも聞いていない。 

待ち合わせの日、Ｃは近畿地方の駅に着くと、スケジュール担当の男性から

電話がかかり、「Ｕが前のお客さんの接待が伸びて行けなくなったので、代わり

にＶっていう男の人を行かせましたんで。」と言われた。すると男性が声をかけ

てきて、「Ｖです。」と名乗り、ＶはＣをファミリーレストランに誘った。Ｖは

電話で聞いていたアクセサリーの話しは全くせず、雑誌の読者モデルをしてみ

ないかという話を始めた。Ｖは自分のことを、有名な雑誌やドラマ、有名な芸

能事務所の仕事を手がけているスタイリストで、その関係で雑誌の読者モデル

の仕事も手がけているなどと告げ、雑誌やモデルの写真などをいろいろと見せ

ながら説明した。そしてＶはＣに、モデルをやってくれれば、１年に４回撮影

会があり、撮影会ではいくつか服を着てもらい、そのうち気に入った２つを毎

回もらえる、服は１点７、８万円くらいのものなのでお得であるなどと説明し

た。Ｃは元々聞いていたアクセサリーの話しではないので、絶対に怪しいと思

ったが、Ｖがパンフレットや雑誌を見せ、この服は僕がデザインしたとか、読

者モデルの女性の私生活の写真や、読者モデルが書いたと思われる意見を書い

た紙などをたくさん出したため、ＣはＶが本物のスタイリストと思い、契約し

ようと思いはじめた。その後Ｖは、モデルをやってもらうためには少しだけお

金を負担してもらわないといけない、今回の契約をした証明のためにアクセサ

リーが届くが、それは手元に置いてもらえればいい、いくらかの負担はして貰

うが、服代を考えると後々得だ、などと説明し、Ｃに対し契約するために毎月
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いくらくらいなら払っていけるかを聞いた。Ｃが１万２千円と伝えると、Ｖは

社長に電話すると言って電話をかけ、「モデルをやってくれるそうです。」など

と話しをした。Ｖは電話が終わると、Ｃに「その子やったら、月に１万２千円

でいいって言われた。」と告げた。この時Ｃは月の支払額を聞いただけで、支払

月数の話は聞いていない。そして、もしＣが契約すると、旅行代金が割引にな

ったり、野球やコンサートのチケットが年３枚まで手に入ると言ったので、Ｃ

は契約することを決めた。Ｃが契約することを伝えると、Ｖはローン会社と契

約するように告げ、Ｃは言われるがままに契約書を書いた。契約書にはいろい

ろと細かい文字が書いてあり、Ｃは読もうと思ったが、Ｖは「こんなところは

ややこしいだけやから読まなくっていい。先に書いて。」と、読ませなかった。

またＶは、収入がないといけないからと言い、勤務先欄にＣのアルバイト先を

記載させた。この時Ｃは印鑑を持っていなかったのでそのことを言ったところ、

Ｖは、「とりあえず拇印を押すように。拇印だけなら正式な契約にならないから、

今日は正式な契約じゃないから。」と言い、拇印を押させた。この時Ｃはクーリ

ングオフのことは知らなかったし、Ｖからもクーリングオフの説明はなかった。

契約が終わってＣは店を出たが、この時は商品の売買契約の話しは一切されて

おらず、モデルの契約をして、アクセサリーはおまけだという認識しか持って

いなかった。その後、Ｃはやはり支払っていけないと思い、今回の契約は正式

でないと聞いていたのでＶに今回の契約は止めたいと電話したが、Ｖは「商品

を既に頼んだので取り消すことはできないです。」と言われ、すごくイヤだった

が諦めてしまった。 

 

  
 


